
市町村から都道府県への申請事務を省略する場合の事務の流れ

（１）市町村から都道府県への申請事務を省略する場合の事務の流れとして、国保連合会等は市町村への請求と同時に、

当該市町村の診療報酬支払分の総額を都道府県に対して通知する。（③-２）

（２）都道府県は国保連合会からの通知をもって、市町村からの申請があったものとみなし、国保連合会等に対して普通

交付金を支払うと同時に市町村に交付額を通知する。（④-２）

（３）市町村は、国保連合会等からの請求額の通知と都道府県からの交付額の金額が一致することを確認する。（④-３）
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③-2 通知

市町村保険医療機関等 国保連合会等 都道府県

①請求 ③-１ 請求 ③-3 申請

④-１交付⑤支払

②審査

現行

市町村保険医療機関等 国保連合会等 都道府県

①請求

④-１ ③ー２通知額に応じて交付⑤支払

③-１ 請求

③-２通知

④-３ 請求額と交付額の確認②審査

見直し後

④-２交付額の通知

④-２交付額の通知


